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本日の御議論

· ￼ḭ 2 ṇ 25 ︣

ṇ ḭ証書取引の状況について御報告אל ךּ  Ḯשּ

· ḭ ḭ高度化法第３フェーズにおける中間目標の設定方法 ךּ ךּ Ḯשּ

אל· ḭ נּ ḭ ễ ṇ טּ 2026 年度の中間目標 ךּ

ךּ קּ Ḯךּ

· נּ ḭ上下限価格のあり方 ךּ ךּ קּ Ḯךּ



１ 証書取引の状況

２ 高度化法第３フェーズの中間評価のあり方

２-１ 中間目標値の設定方法

２-２ 内部取引の取扱い

２-３ その他

３ 2026 年度の中間目標値

４ 上下限価格のあり方
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１ 2025 年度 第２回オークション結果
高度化法義務達成市場（非FIT再エネ指定なし）

· ể ṇ ︣ 買入札量は大幅に減少（178 億kWh ⇒ 87億kWh ）したが、売入札量が少ない状態は継続︡ ךּ Ḯ

· ể ṇ ḭ第２回オークションでは再び上限価格（1.3צּ 円/kWh ）に貼り付く結果

Ḯ
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高度化法義務達成市場（非FIT再エネ指定あり）

· ể ṇ ︣ 買入札量は大幅に減少（179 億kWh ⇒ 85億kWh ）したが、売入札量が少ない状態は継続︡ ךּ Ḯ

· ể ṇ ḭ第２回オークションでは再び上限価格（1.3צּ 円/kWh ）に貼り付く結果

Ḯ ḭףּ 1.3 /kWh ︡ צּ ︡ ḭ צּ ︡ Ḯ
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· 売入札量はこれまでの第２回オークションで比較すると最も少ない（472 億kWh ）結果 Ḯ

· 約定量は ể ṇ פּ ṕ210 kWh ἲ 152 kWhṖ︡ ḭ前年度の第２回オークションの約定量と比較すると約30％צּ

増加（116 億kWh ⇒ 152 億kWh ）︡ Ḯ

再エネ価値取引市場（FIT）
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第１回非化石証書の需給状況等に関するアンケートの概要

· 2025 10 ḭ24 中間目標対象事業者63者（買手） 24 一定量以上の非化石証書

を発行した事業者（発電事業者等）28者 （売手） ︡ḭ ףּ ︣

ṇ Ḯ 57 ẑểḭ 12 ךּ Ḯ

שּטּ· ḭ Ễ ṇ צּ ṇ טּ ḭצּ

︡ ︣ ︡ ḭ ︣ Ḯ
ẑể Ỉ לּ ḭỄ ṇ ︡ ḭễ צּ ︡Ḯ

1. 2025 ṕ Ṗ

2. 2025 FIT

3. 2025 FIT ṕ Ṗ

4. 2025 FIT ṕ Ṗ

1. 2025 FIT ṕ1-12 Ṗ ṕ ṕ ṖṖ

2. 2025 FIT ṕ Ṗ

3. 2025 FIT ṕ Ṗ

4. 2025 4 0

Ṗ

/
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· ṇ ḭ2025נּ 年度の想定需給バランスのシミュレーションを実施。その結果、

需給バランスは、１を下回る可能性があるḮ

均衡線

今後の想定需給バランス（外部供出予定量÷外部調達予定量）
0.81 ～ 1.03

ẑể ףּ שּ
ẑỄ FIT ṕỊ Ṗ
ẑễ ḭ ṕỊ Ṗ נּ ךּ Ṅ טּ כֿ צּ אל

כֿ ḭ ṇ ￼ḭ ךּףּ ṇ ︡ ḭ
ףּ ︡︡ ךּ Ḯ ḭ ṇ שּ JEPX פּ ḭ

FIT פּ ︡ḭ נּלּ ︡ Ḯ

想定需給バランスのシミュレーション

想定需給バランス※３（2025 年度）のシミュレーション

供給側
（外部供出予定量）

需要側
（外部調達予定量）
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アンケート結果を踏まえた分析

· ṇ ṇ ︡ ḭ ךּ ḭ0.81 Ṍ 1.03 לּךּ ףּ ︡︡ Ḯֿכ

︡ ḭ ḭ ṇ שּ ṇ ︡ ךּ ךּ

צּ טּ Ḯ

· ḭこれまで需給バランスの水準を引き下げてきた結果として、 ︡ ḭ年度を通じた想定需給バランス

がタイトになる状況ּטּצ נּ Ḯ נּ ḭ ṇ פּ ︣ ḭ ךּףּ

︡ ḭ צּ ︢ ךּ טּצּ נּ ךּ Ḯ ḭ צּ ︢ ︡ ḭ

צּ ︡ ךּ טּצּ Ḯ

１．証書供給想定量の減少

ḭ再エネ発電量の低下により、証書供給想定量が減少︡ Ḯ

２．旧一電以外の自社内・グループ内取引の影響

︣ צּ אל ףּ ḭ内部取引量が想定より
増加︡ ךּ ṕ ḭ ךּףּ ︡ ךּ ṖḮךּ

３．非FIT証書への自発的な需要の増加

①需要家による直接取引、②高度化法義務対象外の小売電気事業者による調達 ךּ ḭ צּ ḭךּ
FIT ︣ צּ ︡ ךּ ṕ ḭ ךּףּ ︡ ךּ ṖḮךּ

· ḭףּ FIT נּ ḭ ךּףּ ︡ FIT

想定量については、現時点において、ほぼ正確に見積もれているֿכ ︡ ךּ Ḯ
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今後の対応について

79
ṕ2023 ệ 25 Ṗ Ỉ

77
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· ṇ פּ ḭ 2025 ךּ ḭ קּ קּ FIT צּ אל Ḯ ḭ

最終オークション前に再度アンケートを実施し、義務履行代替手段の発動有無を最終判断︣ טּצּ נּ ךּ Ḯ

· נּ ḭ ễ ṇ ︡ ḭ ṇ ḭ中間目標値の設定方法の更なる精緻化נּ

כֿלּ ︡ Ḯפּלּ

· ḭ FIT証書調達による義務履行代替手段は、FIT証書の供給が需要を大きく上回っていることを前提 ︡ ךּ

ḭצּ פּ 売入札量に対して買入札量の増加が著しいֿכ ḭ

ḭךּ ︡ וֹףּ 代替調達の必要量の増加 Ḯ

· FIT証書の取引市場は、再エネ価値への需要家アクセスの向上を目的として創設されたֿכ נּ ḭ ḭ 確

実性の高い代替手段の検討 כֿשּךּ צּ ךּ︡ Ḯפּךּ
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· ṇ ךּףּ ḭ ︣ṕ2040 60Ṿ Ṗ ךּ ḭ

ךּףּ ךּ ךּ כֿ Ḯ

· ḭ ḭ וֹףּ וֹ ￼ḭ Ṅ ︢ כֿ ︣ קּ

︡ Ḯ ︡לּ נּ ḭ第3フェーズにおいても、事業者の過度な負担を回避しつつ、

2040 年度の非化石電源比率目標に向けて中長期的に誘導していくという観点からḭ中間目標値の設定については、

証書供給量の見通しを踏まえて設定する現行の方法を維持することとしてはどうかḮ

· ḭ ךּףּ ḭ ︡ ︣ ḭ ︡ ︣

כֿ צּ ךּ︡ ךּ פֿ ךּ ךּ כֿ Ḯֿ︡לּכ ךּ ךּ כֿ פּ ḭ

︣ ךּ ךּ בֿ קּ ךּ כֿ ḭ中間目標値を定める際に用נּ

いる外部供出可能量の想定について、更なる精緻化に向けた見直しを実施することとしてはどうかḮ

第３フェーズにおける中間目標値のあり方

第108回制度検討作業部会における委員・オブザーバの御意見（中間目標の設定方法）
Å 30Ṿ טּ ḭ ḭ ︡ צּ ḭ

נּ ︡ḭ ︣ כֿ ḭ ︢ ︡ ︡ ךּ קּ Ḯךּ
Å 2040 ךּ︡ נּ Ḯ פּ ḭ ṇ קּ ︣ כֿ ḭצּ

נּ ṇ Ḯלּ ︣ ḭ ︡ ︣ צּ ךּ נּ Ḯ
Å צּ נּ וֹ ḭ צּ פּךּ לּךּ טּצּ Ḯ ṇ נּ

ễ ṇ ︣ כֿ ḭצּלּ Ệ ṇ צּ לּ ḭ
צּ ︢ נּ ךּ Ḯךּ
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現状の中間目標値の設定方法と第3フェーズにおける見直し箇所

102 TF
見直しを実施済み

②旧一般電気事業者以外の内部
取引量の控除

①活用データの最新化

①活用データの最新化

③非FIT証書への自発的な
需要の控除

· ḭ פּ ①活用データの最新化、②旧一般電気事業者以外の

内部取引量の控除、③非FIT証書への自発的な需要の控除 ךּ כֿ︣ ︡ Ḯפּלּ

· FIT想定量は ṇ פּ ךּ כֿךּ פּ ḭ前回の推計方法を継続︣ כֿ

︡ Ḯפּלּ
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· ḭN年度の中間目標値 ḭN 1ー年度の12月頃 ḭ N 1ー年度の供給計画のとりまとめにおけるN年度の供給想

定量および需要想定量を用いて設定︡ ךּ Ḯ ḭ 通知はN年度の４月頃

ךּ Ḯ

· כֿ ḭ ︡ ḭ שּ ︣ פּ ḭ

ṇ ︡ קּ ḭצּ פּ ףּ 5 צּ ︡ḭ טּ ḭ

通知スケジュールを後ろ倒ししたとしても、特段の影響はないと考えられるところ、想定値の精緻化を目的とし

て、中間目標値の設定・通知スケジュールを変更することとしてはどうか。

· ḭ第３フェーズ N年度の4月頃 ḭN年度の供給計画とりまとめを元に、供給想定量および需要想

定量を最新化︡ ḭ速報値として公表した外部調達比率※を用いて、確報値を設定ḭN年度6月頃に中間目標

値を通知︣ ︡ Ḯẑפּלּ ︣ כֿ ḭ ṕ ḱ Ṗ לּ Ḯ

· ︡ḭ צּ ︡ ךּ ḭ ︢ ︣ Ḯ

目標値の設定方法の見直し① 中間目標値の設定・通知スケジュールの変更

ộṨể ộ

12月 ӸӸӸ ễ ４月 ӸӸӸ ６月

中間目標値（速報値）の
設定および公表

ḱN-1年度
פּ

ḱ ףּ

N

中間目標値（確報値）の
設定および公表

ḱN年度
פּ

ḱ
ךּ Ḯ

中間目標値を
事業者に通知

第３フェーズにおけるN年度 ṇ ṕ Ṗ ṖTF ︣ Ḯ

ẑ
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目標値の設定方法の見直し② 旧一般電気事業者以外の内部取引の扱い

· צּ פּ 旧一般電気事業者（以下、旧一電）に対して ḭ

︣ פּ ḭ内部で取引可能な量に上限（＝内部取引可能量）を課しているḮ ḭこれまで、旧一電

の内部取引可能量は、中間目標値の設定に際して、外部供出可能量から控除していたḮ

· ḭ ךּ ḭ ḭ ḭשּ ḱ ṇ פּ

טּ ḭ旧一電以外の内部取引量については、目標設定にあたり、特段控除はしてこなかったḮּ︡︡פ צּ ḭ

ḭ ךּ ḭ צּ ︡ḭ ḱ ṇ צּ ︡ ךּ

צּ ṇ אל Ḯ

· このため、旧一電以外の事業者による内部取引量もḭ נּ שּקּ ךּ ḭ第３フェー

ズの中間目標値の設定では、外部供出可能量から控除することとしてはどうかḮ

· この点、公平性の観点から、旧一電以外の事業者にも、内部取引可能量の上限を設定すべきではないかとの議論があり

得るが、 ḭ ḭ ︡ קּ כֿ נּ

Ḯ ︡ ḭ ︡ ḭ ךּ ḭ

נּ ︡ ṕלּ Ṗֿכ ︡ ךּ כֿ נּ ḭ ךּ נּ פּ ḭ旧一電以外の事

業者に対しては、特段、内部取引可能量の上限を設定することは不要ではないかḮ
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目標値の設定方法の見直し② 旧一電以外の内部取引量の控除

· ףּ ḱ פּ ︡ ḭ旧一電以外の小売電気事業者の内部取

引量が、非FIT証書の全体発行量のうち約３％を占めると推計אל Ḯ

· ṇ ךּףּ ḭ ︡ ḭ旧一電以外の事業者による内部取引量を考慮すべきではないかと

の議論を行った。ֿכ ḭ ḭ直近の取引実態から推計を行い、旧一電以外の内部取引量についても、外部供

出可能量から控除︣ כֿ ︡ Ḯפּלּ

グループ企業

見直し後の外部供出可能量（イメージ）

外部供出可能量

旧一般電気事業者以外の

小売電気事業者

וֹףּ ṕ ṇ Ṗ

発電部門 小
売
部
門

市場・相対取引

ḱ ṇ
וֹ כֿ︣ צּ ︡
ךּ

ḭ שּ︡
צּ

︣ ṕ Ṗ

ṇ

発電事業者
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目標値の設定方法の見直し③ 非FIT証書への自発的な需要

· FIT ︡ כֿ ḭ需要家による非FIT再エネ証書の直接取引量は、2022

︡ḭ2024 年度の非FIT証書の取引量は、発行量全体のうち約１％を占める状況Ḯ

· ḭ JEPX וֹףּ ︡ כֿ ḭ ︡ ṇ ︣

ṇ פּ ḭ高度化法の義務対象外の小売電気事業者による非FIT証書の取引も増加しており、2024

年度の取引量は、非FIT証書の発行量全体のうち約１％を占める状況Ḯ

· נּ ḭֿ︡לּכ 非FIT証書への自発的な需要（需要家、高度化法の義務対象外の小売電気事業者）による取引

量を、直近の取引実態を踏まえて外部供出可能量から控除︣ כֿ ︡ Ḯפּלּ

0.4 1.1 

21.8 

46.4 
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40.0

50.0

2022 2023 2024 2025 ṕ Ṗ
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· ḭ פּ ḭ פּ

ṕ 旧一般電気事業者Ṗ ︡ ḭ義務履行に活用可能な内部取引の上限（＝内部取引可能量）を設

けておりḭ ḭ שּ︡ ṇ פּ ṕ Ṗ ךּ Ḯ

· ḭ化石電源グランドファザリング（GF）対象外の旧一電ṕẑ1Ṗ טּ GF

設定の基準値（※2）から激変緩和量（※3）を除いた値ḭGF対象の旧一電 טּ GF設定基準年（2018 年度）の

事業者の非化石電源比率から激変緩和量を除いた値 ︡ ךּ Ḯ

第３フェーズにおける旧一電の内部取引可能量（１/ ２）

ṕβ1ṖGF טּ 2018 GFצּ
ךּ Ḯ

ṕβ2Ṗ ể ṇ ḭ2018
טּ 22.84Ṿḭ Ễ ṇ 16.86Ṿḭ ễ ṇ

14.81ṾḮ
ṕβ3Ṗ ṇ ḭ אל ￼ FIT

ṕ Ṗ ךּ ḭ
︢ אל ךּ ḭצּ צּ

טּ ḭ ︡ וֹ
כֿלּ ︣ ḭ ︣ טּצּ
צּ שּ ḭ לּ ḭ

ךּ ︡ כֿךּ ︡ ךּ כֿ פּ ḭ
ךּףּ ḭ ︡ ︡ ךּ Ḯ
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第３フェーズにおける旧一電の内部取引可能量（２/ ２）
· ể ṇ פּ Ễ ṇ וֹפּ ḭGF אל ︡ כֿ ḭGF設定の基準値を元ךּ

に内部取引可能量を算定していたGF対象外の旧一電における内部取引可能量は減少︣ כֿ Ḯ

· כḭֿ︡פּ︡ ḭ כֿלּ ḭ ṇ ךּ

︡ ṇ לּ צּ אל כֿ ḭ ︣ ḭ一定の条件を満

たす内部取引 ךּ ḭ Ễ ṇ ︡ ḭ外部調達として認めることとしたḮ

· 第３フェーズにおいても、GF設定の基準値が漸減（約２％）することに伴い、 GF対象外の旧一電の内部取引可能量

は減少するֿכ ḭצּ קּ ḭקּ צּ ︡

ṇ ךּ בֿ ךּ ḭ本取り扱いについては、継続することとしてはどうかḮלּ

77
ṕ2023 Ệ ệ Ṗ Ệ
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（参考）第３フェーズにおける内部取引可能量の考え方

· ễ ṇ וֹףּ וֹףּ ḭ אל

ךּ Ḯ

内部取引可能量 ＝ 販売電力量（送電端）×内部取引率

ṥ Ṧ

GF設定対象外の場合：

ễ ṇ וֹףּ GF (14.81%) Ṩ ẑṕ8.63% ṖṬ 6.18Ṿ

GF設定対象の場合：

2018  Ṩ ẑṕ8.63% Ṗ

β ךּ ︡ ḭ ︢ אל ךּ FIT וֹ ךּ ︡ḭ
2018 ḭFIT לּ ḭ ︣ ︢ ךּ ṕֿכ ḭ ךּ ṖḮ
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高度化法に基づく義務の対象範囲

23

· ḭקּ ḭ ḭ לּ ḭ前事業年度にお

ける電気の供給量が５億kWh 以上の事業者は、 ṇ 目標達成計画を経産大臣に提出す

るֿכ אל ךּ Ḯ

· ṇ כֿ צּ טּ כֿ ḭ ṇ

︣ צּ ṇ כֿלּ צּ טּ ḭ小規模な事業者に対し、義務

付けを行うことは、義務に伴う負担が過度なものとなる可能性があることから、対象を一定規模以上 ︡ ךּ Ḯ

· 第２フェーズにおける対象範囲の見直しの際には、ֿכ ︣ פּקּ ךּ ḭ צּ

ḭצּ 義務対象事業者の販売電力量のシェア率（当時は約97％）等を踏まえて、現状維持 אל Ḯ

· כֿ ḭ直近の義務対象事業者のシェアは約97％ ḭ Ễ ṇ טּ ḭ現在も、

概ね需要の全体を賄うことができている נּ Ḯ

· ḭ פּ ︡ ḭ שּ ︣ קּ

פּךּ לּךּ טּ כḭֿצּ ךּ ḭ仮に閾値を大幅に引き下げたとしても、対象事業者の増加の程度

に比して、販売電力量のシェア率の増加は僅か※であるため、これまで対象外であった事業者に新たに負担を課す

ことによる、政策効果は限定的 נּ Ḯẑ נּ ḭ ệ kWhּפ ể kWh קּ בֿ ḭ 72

פּ 144 ︣ ḭצּ 97Ṿּפ 99Ṿ ḭỄṾ Ḯ

· פּ ḭ第３フェーズにおいては、現行の対象範囲（５億kWh 以上）を維持することとしてはどうかḮ
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（参考）第２フェーズにおける議論（対象範囲）
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· צּ אל 2016 ḭ ḭ

טּ ḭצּ 3 ṕ2022 Ṍ24 Ṗ ḭ ḭךּ Ḯ



（参考）閾値を引き下げた場合の対象事業者数とシェア率の変化

26

· קּ בֿ ︡ ḭ ︡ ḭ Ḯ

閾値（kWh
5億

（現行）
4億 3億 2億 1億

ṕ Ṗ 72 83 95 109 144

︣ ṕṾṖ 9.8% 11.2% 12.9% 14.8% 19.5%

ṕṾṖ 96.7% 97.5% 97.9% 98.3% 98.9%
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（参考）高度化法対象事業者の主な意見
108

ṕ2025 10 29 Ṗ ễ-ể
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【目標達成に必要な証書】

· ︡ ︡ ḭṡ

︡ ךּ FIT שּ ︣ Ṣ נּ ḭ ṕFIT Ṗ ךּ ḭ

︣ כֿ ︡ Ḯֿ︡לּכ נּ ḭ קּ ḭ非化石電源の設備קּ

投資等の非化石電源の利用促進に充てていくֿכ אל ךּ 非FIT証書をこれまで同様第３フェーズにおける目標

達成に用いることができる証書としてはどうか。

【評価方法】

· 第１フェーズにおいては、 טּצּ

קּ ḭ複数年度の平均値で評価לּ ךּ ṕ ễ

ṖḮּ︡︡פ צּ ḭ ể ṇ ךּףּ ḭ צּ ︢ כֿ ḭ第２フェーズנּ

においては、単年度で事業者の取組を評価︣ ︡ Ḯֿכ ḭ פֿ ḭ

טּ נּ כֿ פּ ḭ第３フェーズにおいても、引き続き継続︣ כֿ ︡ Ḯפּלּ

その他（対象となる証書、評価方法）
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（参考）目標達成に必要な証書の考え方

48
ṕ2021 3 26 Ṗ Ệ

44
ṕ2020 11 27 Ṗ ễ-Ễ
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31

第３フェーズにおける需給バランスの考え方

· ︡ 2020 ḭ証書の過不足リスクや、市場機能の活用等の観点を踏まえ、各年度で需給バ

ランスṕṬ / Ṗと、目標水準（外部調達比率）を定めてきた。

· 第１フェーズにおいては、 ︡ ḭ ︡ 一定程度供給量に余裕を持

たせることとし、需給バランスを1.2 程度 ︡ Ḯ ḭ第２フェーズにおいては、 ḱ

︡ שּךּ לּךּ נּ 。ḭ毎年度、需給バランスを引き下げ、目標水準を高めてきたנּ

· ︡לּ ḭ2024 年度においては、結果的に需給バランスが１を下回る結果 Ḯ ḭ ṇ

ḭ2025נּ 年度においても、想定需給バランスが１を下回る可能性ある ︡ Ḯֿ︡לּכ

נּ ḭ Ễ ṇ וֹףּ ṕ2024 1.10ḭ2025 1.05Ṗ

︡ ḭ ḭ ểצּ

צּ ︢ קּ ךּ נּ Ḯ

· ḭṕֿכ ︡ לּ Ṗ כֿלּ צּ טּ נּ

ךּ Ḯ ḭֿכ ḭ וֹ ḭ Ṅ קּ בֿ

קּ כḭֿצּ ḭ ךּ ḭ קּ בֿ כֿךּ ︡

︡לּכḮֿפּלּ נּ ḭ2026 年度の需給バランスについては、1.05 とするֿכ ︡ Ḯפּלּ
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（参考）需給バランスの推移

年度 需給バランス
外部調達比率
（％）

2020 Ṩ 8.9

2021 1.18 5.0

2022 1.19 7.5

2023 1.15 12.0

2024 1.10 14.7

2025 1.05 15.0
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76

ṕ2025 11 12 Ṗ ể

（参考）中間目標値について大量導入小委における意見
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（参考）第３フェーズからの見直しを踏まえた中間目標値設定のイメージ

非FIT供給
想定量

FIT発電量
想定量

外部供出
可能量

内部
取引量

自発的
取引量

【外部供出比率】
ṬểṨṕ ṧ

Ṗ 外部調達
必要量

需要
想定量

【需給バランス】
2026

1.05

【自発的取引比率】
פּ

【内部取引比率】
פּ

· Ễ ṇ ḭ פּ ṕkWhṖ ︡ ︡ ךּ ḭצּ ︣

לּ ḭ ︣ ṕṾṖּפ ︡ḭ ︣ כֿ ︡

Ḯפּלּ

· FIT ḭ ṕkWhṖּפ ︣ ḭ Ễ ṇ ︡ ︣ Ḯ

שּ
פּ

【外部調達比率】
פּ

שּ
ḭ

︢
Ḯ
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（参考）今年度見直しを実施したFIT発電量想定量

102
ṕ2025 Ệ 23 Ṗ ệ
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（参考） 2026 年度の中間目標値に向けた需給の検証（速報値）（１/ ２）

【検証における前提Ṧẑ פֿ ṕ ḱ Ṗ ︡ Ḯלּ

· 非FIT供給想定量

2025 וֹףּ ḭ2026 ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ

פּ ḭFIT ︡ Ḯ

· FIT発電量想定量

FIT ︣ כֿ ︡ Ḯ

· 外部供出可能量

 ú ẑṕṾṖ

ẑ  Ṭ ể ṇ ṕ ṧ Ṗ

· 内部取引比率（％）

וֹףּ ẑּצ FIT
ẑ ḭ ễ ṇ ךּףּ ḭ נּ ךּ ︣ ḭ Ễ ṇ וֹףּ ḭ פּ Ḯ

· 自発的取引比率（％）

וֹףּ ףּ ḭצּ FIT Ḯ

· 需要想定量

2025 וֹףּ ḭ2026 ḭ24 ︢ Ḯ

· 外部調達必要量

︢ Ḯ
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（参考） 2026 年度の中間目標値に向けた需給の検証（速報値）（２/ ２）

· כֿ קּ ṕ ḭ אל Ṗ ︣ ḭ約1,115 億kWh נּ Ḯ

· 2025 ṕ1.05Ṗ ︣ ḭ事業者の外部調達比率は約12.9 ％ Ḯ

· ḭ来年度4月頃に2026ףּ 年度の供給計画とりまとめを元に供給想定量および需要想定量を最新化︡ ḭ 外部

調達比率※を用いて確報値を設定し、6月頃に事業者向けに中間目標値を通知︣ Ḯ

ṕ Ṗ

Ḳ kWh2026 ṕFIT+ FITṖּפ ẑể

ễ,ểỊỄ

FIT ẑễ FIT

ể,ệỂị

ể,Ỉỉễ

ẑỄ ẑỄ 外部供出可能量

ỆỆỉ ểểỂ 約１,１１５

ẑỆ
需給バランス（1.05 ）

外部調達比率

Ị,Ễệệ 1２.９％ ể,ỂỈỄ

ẑể 2025 שּ
ẑỄ ףּ נּ ḭ פּ 2025 ṕ Ṗ 27Ṿḭ ṕ Ṗ ỉṾ ︡ Ḯ
ẑễ FIT 102 ︡

ẑỆ 2025 שּ ḭ2024 ṕ97ṾṖ וֹ
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上下限価格の経緯

39

· 2018 5 ︡ ︡ 非化石価値取引

市場 ḭFIT ḭ לּךּ נּ FIT証書に下限価格

ḭ ︡ FIT証書※と非FIT証書に上限価格を設定した（4.0 円/kWh ）Ḯ

ṕẑṖ2022 11 ḭFIT ︡ טּ Ḯ 

· 2021 11 ḭ ︣ ︡ ḭ 高度化法上

の義務の達成のための市場（高度化法義務達成市場） 需要家も参加可能な市場（再エネ価値取引市場） וֹ כֿ

︡ḭ再エネ価値取引市場 FIT FIT証書 ḭ高度化法義務達成市

場は非FIT証書 ︡ Ḯ

· ḭ וֹףּ FIT証書の下限価格 ךּ ḭ再エネ価値へのアクセス向上を求める需要家

のニーズに応える形で大幅に引き下げたṕ0.3 /kWh ṖḮ

· ךּ ḭ ḱ ︣ לּךּ פּ ḭ下限

価格を導入する（0.6 円/kWh ） ḭ פּ ḭ קּ קּ

︡ ḭ נּ その水準を引き下げた（1.3 円/kWh ）Ḯ

· ḭ2023 פּ Ễ ṇ ︡ ︡ ḭ脱炭素化に向けた再エネ電源への投資

を後押しする観点から下限価格引上げを求める声が引き続き根強かったֿכ ḭFIT証書の下限価格を引き上

げた（0.4 円/kWh ） Ḯ
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76 ṕ 7 9 30 Ṗ 1



市場価格の推移

41

· ḭこれまで多くのオークションで、下限価格（0.6 円 /kWh ）ヘの張り付きが生じているḮ

ḭ2022 ễ ḱ Ệ ṇ ḭ直近１年間のオークションでは、４回中３回で上限価格（1.3

円/kWh ）ヘの張り付きが生じ、残り１回の約定価格も下限価格を超えているḮ証書の需給がタイトだと思われる場

合には上限価格に張り付き、需給が緩いと思われる場合には下限価格に張り付く傾向がある נּ Ḯ

· ḭ ︡ ךּ ḭ FIT ︡ ṡ Ṣ

צּ ︡ 2024 Ệ ṇ ḭ約定加重平均価格は下限価格（0.4קּ 円/kWh ）近辺に張り付いてい

る状況Ḯ
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上下限価格のあり方に関する検討の視点（１/ ３）

42

· 第３フェーズにおける上下限価格のあり方 ךּ ḭֿכ 上下限価格の経緯 取引状況の推移 נּ ḭ

以下のような非化石証書を取り巻く状況の変化や課題点を踏まえながら検討する必要ּטּצ Ḯפּךּ

① 脱炭素電源投資の重要性の高まり

· ỉ ṇ ḭ צּ ḭ ḭ ṇ פּ 2050 ṇ ṇ

צḭ脱炭素電源への投資を推進することの重要性ּוֹ אל ךּ Ḯ ︡לּ ḭ脱炭素電源の拡大に資する様々な取

組 ḭṡנּ ︣ פּ ḭ非化石証書の更なる活用を推進するṢֿכ אל ךּ  Ḯ

· ḭ足下ではインフレが進行している כֿ טּ ḭ ︡ ḭ非化石電源の維持・拡大のためのインセ

ンティブとしての非化石証書の価値が実質的に目減りしてしまう恐れּטּצ Ḯפּךּ

② 環境価値のニーズの高まり

· FIT証書の取引量は大きく増加︡ ףּ ḭ טּ ḭ徐々に需給が引き締まりつつあるḮ ḭ需要家による非FIT証書

の直接取引量も増加傾向にあるḮֿ︡לּכ ṇ ḭGX וֹ ḭ

טּצּ אל כֿ טּ ḭ需要家の非化石証書ヘのアクセス環境を引き続き確保していく必要があるḮ

· ḭFIT証書の今後の供給量 ךּ ḭFIP制度の更なる活用（既存FIT電源のFIP制度への移行を含む）を促す様々な施

策が講じられていること ḭ2032 年度以降には卒FIT電源が増加していくこと נּ ḭ近い将来に減少傾向に転じる可能性が

あるḮ ḭ上記の傾向が続き、非化石証書に対する需要が増え続けると、FIT証書の需要が供給を上回るという状況が生じる可

能性 טּ Ḯפּךּ

ṕẑṖ FIT FIPצּ ︡ FIT נּ ḭ ḭ FIT ṕ Ṗ ︡ אל כֿ Ḯ

ṕẑṖ2032 FIT נּ FIT ḭ2027 ḭ פּ 15 נּ כֿ Ḯ

· ︡לּכֿ נּ ḭ中長期的に非化石証書（特に非FIT証書）へのアクセス環境を確保するという観点も重要 Ḯפּךּ



上下限価格のあり方に関する検討の視点（２/ ３）

43

③ 中長期の相対契約（PPA）の重要性の高まり等

· ︣ ṕ Ṗ ḭ וֹ ḭFIT制度から自立した形（FIP制度・非FIT/ 非FIP）で

の再エネ電源への新規投資・再投資を更に進める必要性ּצ אל ףּ ḭ ︡לּ ḭ需要家等のオフテイカーとの中長期の相対

契約（PPA）の重要性がより一層増していく צּ אל ךּ Ḯ

· ḭ ךּ ḭ ︡ḭ ︣ כֿ ḭ結果として

適切な価格指標が提供され、こうした投資の促進に繋がることが期待される ︡ḭ ḭ再エネ価値取引市場（FIT証書）の上下限価

格のあり方 ︡ ḭ以下が短期的な検討課題として指摘אל ךּ Ḯ

ü 需要家が自ら参加可能な再エネ価値取引市場（FIT証書）の市場価格は、環境価値の価格指標として事実上機能しているḮFIT

ךּ ḭ טּ ḭנּלּ צּ ︡ צּ אל ךּ ḭ ︡

ḭ需要家が中長期のPPAを締結するインセンティブが阻害されているḮ

ü 下限価格（0.4 円/kWh ） ךּ ḭֿ︡לּכ PPAマーケットへの負の影響 ḭFIT証書が再エネ賦課金に支えられたもので、

証書収入はその低減に充てられている点 ḭFIT ︢ 需要家の環境価値へのアクセス性 ︡ צּ ḭ価格

水準の引上げについて早急に検討אל Ḯקּ

ü 上限価格（4.0 円/kWh ） ךּ ḭ上記の事情 ḭנּ FIT 自主的な調達に基づく市場צּ

ךּ ḭその是非を含め早急に再検討אל Ḯקּ



上下限価格のあり方に関する検討の視点（３/ ３）

44

④ 再エネ価値取引市場と高度化法義務達成市場の特徴を踏まえた対応

· 高度化法義務達成市場（非FIT証書） ךּ ḭ直近１年間のオークションで上限価格に張り付く傾向ּצ ︢ ךּ Ḯּפּפ

ḭ特に非FIT証書の上下限価格のあり方 ︡ ḭ小売電気事業者の高度化法義務の履行手段になっていることにも十分に配

慮した議論が必要 Ḯפּךּ

ṕẑṖֿכ ︡ḭ2022 11 ḭFIT証書は高度化法義務の履行手段ではなくなっているḮ ︡ḭ非FIT証書の需給ひっ迫時 ḭ

ḭצּ FIT ︡ FIT証書を義務履行の｢代替手段｣として活用可能としている点にも留意Ḯ

· נּ ḭ ךּ ḭその適切な転嫁の方法を議論する必要性ּצ אל ךּ Ḯ ḭFIT証書の市場価

格が非FIT証書の市場価格よりも安価となる場合、小売電気事業者がその価格差分を需要家から回収することが困難となる ךּ

צּ פּ אל ךּ כֿ טּ ḭ ḭFIT証書の下限価格が非FIT証書に比して0.2 円/kWh 安価であるֿכ ḭנּ

直近１年間は市場価格の価格差が大きくなっているḮ



（参考）企業物価指数の推移

45

101 101.2
100

104.6

114.9

119.9

122.8

90

100

110

120

130

140



46

（参考）FIT証書と非FIT証書の価格差分の回収困難性
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（参考）再エネ大量導入小委における議論
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（参考）再エネ大量導入小委における議論
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（参考）非FIT証書とFIT証書の取引推移
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（参考）FIP制度の更なる活用促進について
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（参考）卒FIT電源の増加について
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